
所管部署

（連絡先）
令和６年５月実施

この定期モニタリングでは、以下の表の評価項目・視点により確認を行いました。

⑴
市民ニーズの把握・

対応状況

⑵ 経済性

⑶ サービス水準

⑷ リスクマネジメント

２　業務の継続性・安定性
指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認

します。

１　業務の履行状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項
アンケート調査等の実施により、市民（利用者）のニーズを把握し、その

結果を踏まえて改善を行っているかについて確認します行います。

施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）
料金収入や委託料等の収支状況について、当初の収支計画と乖離がな

いか、適正な内容となっているかについて確認します。

令和　5年度　 定期モニタリング評価表（年間)

施設名 枚方市立総合福祉会館
健康福祉政策課

（072-841-1369）

評価項目 評価の視点

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項
指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認

します。

改善指示等への対応状況
緊急事態発生時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体

制・対応方法について確認します。
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代表団体

（JVの場合）

構成団体

（JVの場合）

▍１　業務の履行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

5

4

3

2

1

計画以上に独自の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を行っている。

計画以上の良好な管理運営を行っている。

計画どおりの適正な管理運営を行っている。

一部計画どおりにできていない、又は改善が必要であるが、概ね適切な管理運営を行っている。

全く計画どおりにできていない、又は一部不適切な管理運営が行われている。

指定管理者

名　称
ＨＵＧ共同事業体（ハートユニフィグループ） 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(JVの場合はグループ名)

所在地(JVの場合は代表団

体の所在地)
枚方市新町２丁目１番35号

京阪ビルテクノサービス株式会社

マックスポーツ株式会社

所在地 枚方市新町２丁目１番35号

主な業務内容

①総合マネジメント業務 ②建築設備等保守管理業務 ③設備運転監

視業務 ④保安警備業務（24時間、機械警備含む） ⑤衛生管理業

務 ⑥清掃業務 ⑦管理サービス業務 ⑧貸室管理運営業務 ⑨会館福

祉事業実施業務 ⑩温水プール施設管理運営業務 ⑪水泳教室開催

業務 ⑫その他必要な管理運営業務

設置目的
障害者、高齢者等に対する福祉サービスの充実を図るとともに、市

民の福祉活動を促進するため

指定管理期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

評価ポイントごとの評価基準

施設の概要等
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評価 評価 評価理由

施設の設置目的等を踏まえた枚方市の現状認識及び枚方市が目指している地域福祉の今後の方向性が明確に提案されている（確認事項７）

・新たな市民交流の取り組みや、より積極的な福祉団体やボランティアグループと

のネットワークづくり、枚方市総合文化芸術センターや関西医科大学との連携を実

施しているか。

4

　新型コロナウイルス感染症の５類感染症に移行し、

福祉団体等の施設の使用稼働率はコロナ禍以前の状

態に近づいたが、令和5年3月から高度下水処理水の

断水に伴い空調運転が制限され、室温維持が困難と

なり、施設使用中止(7月18日～９月24日)となったた

め以下の対応となった。

［福祉活動者への支援］総合文化芸術センターなど

利用できる代替施設を案内すると共に、「無料ルーム調

整会議」や受付案内等で見通しを伝えるなど、団体活

動の継続を支援した。

［市民交流の取り組み］「いこいのミニライブ」は、室温

が高温など上演に際して安全配慮ができないため休演

した。

［関西医科大学等との連携］令和3年度に講座を開

催した実績があるが、施設使用の見通しが立たなかった

ため、前年度に引き続き計画段階で開催を見送った。

一方で社会福祉協議会（以下、社協）は関西医科

大学看護学部への実習協力しており、当館で活動して

いる各団体に引き続き理解・協力を呼び掛ける側面支

援を継続した。　総合文化芸術センターとは日常的に

協力し、利用案内のほか各施設へ向かう動線の環境

整備など、市と相談しながら施設運営にあたった。

3

　「障害者、高齢者等に対する福祉サービスの充実を

図るとともに、市民の福祉活動を促進する」という会館

設置の目的に沿って、良好な管理運営が行われてお

り、設備故障による空調停止時においても、市民交流

の取り組みは中止となったものの、周知や関係施設と

の連携により適切な運営を継続している。

　積極的な福祉団体やボランティアグループとのネット

ワークづくりのため、社会福祉協議会（以下、社協）

による関西医科大学看護学部への実習協力について

もコロナの影響はあったものの継続しており、各団体に

は引き続き理解・協力を呼び掛ける側面支援を実施

している。また、総合文化芸術センターとは日常的に連

携し、利用案内のほか各施設へ向かう動線の環境整

備など相互利用の円滑化を評価する。

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

【施設の経営方針に関する事項】

①施設の現状に対する考え方及び将来展望
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4 3 同上

利用者に対する接遇対応向上について提案されている（確認事項10）

・接遇・人権研修を修了した従業員を配置し、市民が安心して快適に利用できる

施設の運営をしているか。

・接遇研修とAED研修を毎年実施しているか。

②施設運営に関する計画

施設の利用の向上に関する計画が提案されている（確認事項９）

・正面玄関前広場を活用しての介護予防の取り組みや夜間の施設を利用した各

種講座の開催、枚方市総合文化芸術センターとの共同企画や共通Wi-Fi設置

など、利用向上のための取り組みの実施をしているか。

4

　新型コロナウイルス感染症や設備故障した期間は開

催できなかったが、通常運営に戻った後は夜間区分の

水泳教室を開催した。　一方、デジタルサイネージを使っ

た市の社会実証実験に協力、正面玄関前広場に1

基、正面玄関風除室に1基モニターの設置場所を提供

した。生活や防犯、介護予防など、流される新しい情報

に市民が触れやすくなった。　Wi-Fiは、令和4年度に指

定管理者が有料貸室使用時に接続可能な状態にした

が、今年度当初からはデジタルサイネージの近辺での公

衆Wi-Fiの使用が可能になった。また別制度で、年度

後半に玄関ロビーや福祉活動者が使用する貸室などで

Wi-Fi使用が可能となるように、市による工事が行われ

た。　正面玄関前広場は総合文化芸術センター本館へ

の通路として使用されるため、双方の使用状況に合わせ

た安全対策に取り組んだ。

　なお、共同企画としては「ひらかた社協ふくしフェスティ

バル」の際に、両者の施設前広場を一体的に使用する

試みを行った。

3

　設備故障により、夜間も含めプールや一部貸室が利

用できない中でも、代替の教室によるフォロー等を行っ

ているほか、総合文化芸術センターの催し案内など、

緩やかに社会活動の継続を促す手法で、市民の介護

予防に取り組んだことを評価する。また、枚方市総合

分科芸術センターとの共同企画としては「ひらかた社協

ふくしフェスティバル」の際に、両者の施設前広場を一

体的に使用する試みを行った。

　市の「デジタル田園都市国家構想交付金」活用事

業としてWi-Fi環境を構築した。また、正面玄関前広

場に市の実証実験によるデジタルサイネージの設置場

所を提供しており、上記Wi-Fi設置と併せて生活・防

犯・介護予防等の情報を提供し、利用の向上を図る

する取り組みとして評価する。

（ア）施設運営に関する提案

4

　各研修を修了した従業員を配置し、各所で起きた接

客事例・クレームや緊急対応などは、即時に朝礼・終

礼、業務連絡などを通じて周知し、市民が安心して快

適に利用できる施設運営に取り組んだ。

　利用者対応にあたる従業員は接遇・人権、AEDなど

研修を受講し、各受付でマニュアルを整備しており、利

用者からの意見・要望には速やかに解決する様に対応

した。　７月・３月に障害者差別解消法に関する研

修、12月に接遇・人権研修を開催した。

3

　接遇対応の向上に向け接遇・人権、AEDなどの研

修が行われ、各受付にマニュアルが整備されている。

　７月に人権研修、9月～10月にAED講習会、9月

と12月に接遇研修を開催し、市民が安心して快適に

利用できる環境整備を図っている。

　また、利用者からの意見・要望に対して、速やかな解

決に努めている。
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3 3

　館内巡回・清掃など日々の業務で、気づいた危険個

所について防止措置を講じている。また、館内巡回に

加えて、テレビモニターでの監視による定位置警備や定

時の館内アナウンスで利用者への防犯・防火への協力

を呼びかけ保安警備に努めている。

3 3
　総合文化芸術センターとは日常的に情報交換してお

り、大規模イベントの際などは、通行量を注視し、必要

に応じて歩道橋への誘導などを行なっている。

　毎月の月次報告でセルフモニタリングを行い、館内に

設置した意見箱や来館者への声かけで随時意見を聴

取し運営に反映、改善へ向けて都度検討・対応、利用

者アンケートは12月～１月で実施した。

　総合文化芸術センターとは日常的に情報交換し、特

に貸室利用予定は月単位で情報提供していただき、問

い合わせに随時回答・道案内するなどサービスの向上に

努めた。

3

　セルモニタリングの月次報告や利用者アンケート、意

見箱の設置が実施されており、アンケートの集計結果

より、会館利用者の高い満足度が伺える。変化する利

用者ニーズに対応し、施設サービスの向上に貢献して

いる。

5

　利用者が安全・安心に施設利用できるよう、日常的

に各種法定任意点検を行うと共に、その結果は市へ毎

月報告した。

　今年度の指定管理者による修繕箇所は、

　＊多目的トイレフラッシュバルブ交換(2基)

　＊非常用照明用蓄電器触媒栓取替(54基)

　＊消防設備(誘導灯など)取替

　＊熱交換プレートの臨時洗浄　　　など

指定管理者で対応が困難な案件は、随時報告し、市

と相談・協議した。

　特に、高度下水処理水の市関連施設で故障が生

じ、全館冷暖房・送風、温水の昇温に関する装置が長

期間運転の停止（9月まで）に対し、業務用冷風扇

のレンタルや総合文化芸術センターからの熱源バックアッ

プなど市や近隣施設と情報共有、相談・協議などの連

携により、施設使用継続・維持する対策を講じた。

　館内巡回・設備点検・清掃等日々の業務で、必要に

応じ危険防止措置を講じた。これらと併せ、テレビモニ

ターでの監視による定位置警備も随時行い、利用者の

安全確保に努めた。また、定時の館内アナウンスで利用

者への防犯・防火への協力を呼びかけた。

4

　日常的に設備点検が行われ、修繕が必要と判断さ

れた設備の中で30万円未満のものは指定管理者で

修繕するなど、計画的に修繕対応されているしたことを

確認した。

　また、設備故障による空調の停止時には、業務用冷

風扇のレンタルや総合文化芸術センターからの熱源

バックアップなどの活用や、勤務時間の調整や製氷機・

扇風機などの資源活用による利用者や従業者への配

慮・工夫により、施設使用を継続・維持する対策を速

やかに講じていることを評価する。

セルフモニタリング及び利用者等に対するアンケートの実施について提案されている（確認事項12）

・セルフモニタリングについて、月次報告と利用者アンケートや意見箱の設置を行い

運営に反映しているか。

・枚方市総合文化芸術センターと定期的に情報交換する仕組みをつくっている

か。

利用者が安全に利用できるよう施設内で発生するトラブルへの対応方法等について提案されている（確認事項11）

・保守・点検等設備は日常点検の強化と計画的な補修・修繕に努めトラブルを

防止する。トラブル発生時には速やかに対策を講じているか。

・人的警備を行い、防犯・防火及び防災に万全を期し保安警備にあたっている

か。

3
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3 3 　消防計画を整備し訓練が実施されている。

　消防計画を整備し、消防訓練を11月と3月に実施し

た。特に3月の垂直避難訓練では総合文化芸術セン

ターから見学があった。

利用者等の安全・秩序維持のための適切な対応方法について提案されている（確認事項13）

・「消防計画」等を整備し、消防訓練や研修等を計画・実施しているか。

3

　テレビモニターでの定位置警備、巡回警備、閉館時

の機械警備と巡回警備、また、迷惑駐車をなくす注意

喚起など、利用者の安全に寄り添った取り組みが行わ

れている。総合文化芸術センターとも調整・対応するな

ど、利用者等の安全・秩序維持を図っており、特に会

館裏の通路の整備については危機感をもって対応して

いる。開館前・閉館後の駐輪場整備では巡回やチェー

ン・バリカーなどの設置により立ち入りできないよう工夫

している。

　また、９月に実施されたくらわんか花火大会の際も、

控室スペースの提供など警察の警備等に協力してお

り、施設周辺の秩序維持にも努めている点を評価す

る。

・保安警備は開館時の人的警備を定位置警備と巡回警備を組み合わせ、閉館

時も1回以上実施しているか。
3

　開館時の人的警備は定位置警備と巡回警備を組み

合わせ、閉館時は機械警備と共に目視による巡回警

備をし、屋外管理については、迷惑駐車など駐車場管

理員による注意喚起に取り組んだ。

　駐輪場については利用外の駐輪を防ぐため、開館前

に巡回確認し、閉館後はチェーン・バリカーを設置し駐

輪場所の立ち入りを制限した。また隣接の総合文化芸

術センターとは駐車場・駐輪場の使用状況を、適宜連

絡調整し対応にあたった。

施設の利用促進に繋がる広報活動等について具体的な実施計画が提案されている（確認事項14）

・枚方市社会福祉協議会と京阪グループの媒体を利用した積極的なPR活動を

実施しているか。
4

　社協ホームページに「ラポールひらかた」のバナーを掲載

し、相乗効果でアクセス数を伸ばした。

　令和5年度は空調設備の運転制限や、保全工事に

伴うプール休業などがあったため、市民向けの情報発信

も控えたが、温水プールのＣＭなどを作成し、3月からデ

ジタルサイネージで放映を始めた。また次年度に向け、

市民向けに利用促進につながる情報発信を準備した。

4

　設備故障や改修工事にともなう利用制限があった

中、社会福祉協議会ホームページへのバナー掲載やデ

ジタルサイネージの活用、今後における各構成団体が

所有する媒体を利用したPRなど、施設の利用促進に

繋がる広報活動等について積極的に実施・提案され

ていることを評価する。

6



4 3

　空調機器の運転制限や感染予防の理由から、制限

を設けての講座開催となったが、社会福祉協議会が運

営する枚方市ボランティアセンターと連携し、「健康生

活」をテーマに講師自身の地域活動に絡めて話したり、

過去の参加者がデモンストレーションする場面を設ける

など、地域福祉推進に関する人材育成・活動支援を

している。

4 4

　枚方市ボランティアセンターとの連携による人材育成・

活動支援やwifi設置等の工夫により利用者数は増

加している。

　夜間の水泳教室については、工夫をして感染症対

策をしながら開催した。また、高度下水処理水供給停

止に伴う温水プール臨時休業による水泳教室中止に

あたっては、参加者・申込者全員への個別連絡や窓

口での問い合わせへの対応など、フォロー対応をきめ細

かに実施したことを評価する。

水泳教室開催事業に関して、障害者・児、または高齢者等に配慮した提案がされている（確認事項16）

・障害の有無、年齢に関わらず安心して参加できるよう、監視員や指導員の増

員、有資格者の配置などの配慮を行っているか。
4

　令和5年3月から高度下水処理水供給停止と温水

プール臨時休業に伴い、開催できなかったが、市と連絡

を密にすることで準備していた「水泳教室第3期(9月～

10月)」を順延(10月～11月)して開講が実現した。

　水泳教室開催時は有資格者を配置、特に健康管理

面は看護師・理学療法士を帯同する体制を敷き、参

加者においても募集定員枠の調整や新たな生活様式

で開催することについて、理解・協力を得た。

3

　設備故障や設備工事によりプールを臨時休業してい

たが、順延ののち開講した水泳教室では有資格者を

適切に配置し、安全面にも配慮した体制を維持してい

る。

会館福祉事業等に関して、施設の設置目的に合致した講座等の提案がされている（確認事項15）

・地域福祉推進に関する人材育成や活動支援の講座を開催しているか。

・夜間や空き室の有効利用を考慮した各種教室の開催しているか。

　社協が運営する枚方市ボランティアセンターと連携し、

人材育成・活動支援をした。

　各講座は、空調機器の運転制限や感染予防の観点

から、制限を設けての開催となったが、「健康生活」を

テーマに講師自身の地域活動に絡めて話したり、過去

の参加者がデモンストレーションする場面を設けるなど、

講座参加者が身近に感じる雰囲気づくりに務めた。

　空調機器の運転制限や感染予防の観点から、夜間

の実施は減ったが、企業などWi-Fiを使用した会議利用

や一般利用者は増え、空室が減じた。

　一方、夜間の水泳教室については、感染症対策と市

民の施設利用の両立を前提に、定員を減らして3密を

回避するなど、対策について市と協議しながら順次開催

した。

　なお温水プール臨時休業に伴う水泳教室中止に際し

ては、参加者・申込者全員へ個別に連絡、事情を説明

し、理解・協力を頂いた。対応で聞いた「体を動かした

い」という声に応え、5～6月は単発の体操教室を開催

し、好評をいただいた。

（イ）事業実施に関する提案
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4 3
　貸出前・後の点検、消毒を毎回実施し、短期個人

貸出を行った。

5 4

　設備の老朽化に伴う製造終了の機器・部品の増

加、部材の調達や修繕手配に難航する案件が増える

中、施設運営に支障が生じないよう、また、利用者の

安全確保と事故防止のため、各種点検や修繕実施に

より機能保全に努め、工事等の調整を行っている。ま

た、設備故障による空調の停止時には、業務用冷風

扇のレンタルや総合文化芸術センターからの熱源バック

アップなどの活用や、勤務時間の調整や製氷機・扇風

機などの資源活用による利用者や従業者への配慮・

工夫により、施設使用を継続・維持する対策を速やか

に講じていることを評価する。

3

　小学生の白杖体験に加え、利用者アンケート等で関

心の高いテーマを選び開催する提案型健康講座を開

催した。

　福祉施設の会館受付スタッフとして実用手話の業務

活用など、施設の設置目的に沿った適切な管理・運

営がなされている。

3

　独自の施設管理業務支援システム〔FM-EXP〕を活

用した設備の更新・修繕に係る中長期計画の作成な

ど、市と連携し情報共有を行いながら、安全・安心・快

適な環境維持を目指し、管理運営を行っている。

建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利用者への安全、快適な環境が提案されている（確認事項18）

・利用者の安全確保と事故防止を徹底し、安全・安心・快適な環境の提供をし

ているか。

・ITシステムや各種のチェック機能を活用した、効果的な施設管理業務の継続。

社内モニタリングシステムによる業務水準の確保をしているか。

　利用者が安全・安心して施設を利用できるよう、日常

的に各種法定点検を行うとともに、その結果は市に毎月

報告した。　市と常に連携を図り計画的な安全保持と

補修を行った。

　市の発注工事において館の維持・運営にかかわるとこ

ろは助言し、また工事中の安全対策に不備があったこと

は逐次、市へ報告し対応を要請した。

　高度処理水の供給が停止し、館の冷暖房が行えな

かった時には隣接の総合文化芸術センターからの熱源

バックアップ供給により最低限の館の運営を行えるよう空

調機器の緻密な運転管理・制御を行った。

5

　独自の施設管理業務支援システム〔FM-EXP〕を活

用し、年間作業計画や中長期計画の作成、故障・障

害・修繕履歴の情報共有等を常に行い、安定感のある

高品質な業務水準を満たすべく努めた。

【施設の管理に関する事項】

関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（確認事項17）

・車いすの館内貸出および短期個人貸出をしているか。

・ボランティアグループの協力を得て、車いす講習会や疑似体験キットを使った高齢

者体験、アイマスク・白杖体験講習の開催等をしているか。

　館内及び個人への車いす貸出は、通院や買い物など

日常生活で必要な外出など、短期間ご利用頂いた。ま

た貸出前・後の点検、消毒を毎回実施し、安心してご

利用いただく様に務めた。

4

　会館を使用しているボランティアグループに講師協力を

依頼し、提案型健康講座を11月に開催した。

　コロナ5類移行後から社会活動が活発になり、問い合

わせが増えた学校等へは、社協の福祉学習の担当部

門と協力し、職員の出前講座・機材貸出など活用出来

るサービスを紹介した。また、近隣施設を訪れる校外活

動のトイレ利用にも柔軟に対応した。

　会館受付スタッフは日常応接の中で実用手話を習う

など、登録団体の活動者と交流し、業務活用した。
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業務基本仕様書の規定に従い、資格を必要とする業務に有資格者を配置するなど適正な人員配置が提案されている（確認事項19）

・関係法令・仕様書等を遵守した有資格者の配置、設備機器の適正な運転によ

る良好な状態を維持しているか。

備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任の所在について提案されている（確認事項22）

・担当者を置き、設備や器具・備品等の適正な管理、補修指示や点検の実施、

管理簿による適正な備品管理をしているか。
4

　会館の器具・備品は日々管理するとともに、総合マネ

ジメント担当従業員が備品台帳を基に点検を実施し、

必要に応じた補修を適宜行った。

　修理が困難な備品は優先順位をつけ、市での購入を

相談する一方で、指定管理料で大研修室のイス144

脚買い替えを今年度で終え、研修室１の机10本を購

入し入替に着手した。　また、喫茶わお閉店に伴い「食

事場所が欲しい」「待ち合わせや簡単な打ち合わせ場

所が欲しい」との声を受け、丸テーブル・イスを備品として

譲り受け、市に相談後、1階の空きスペースに設置しロ

ビーとして活用した。

3

　担当者及び総合マネジメント担当従業員により、各

備品に番号を付したシールの貼りつけや備品の点検・

補修、台帳更新など、適切な管理が行われている。

　なお、令和５年３月に閉鎖した「喫茶わお」から引き

取った備品については今後整理を行う予定。

3

　関係法令・仕様書等に応じた有資格者〔電気主任

技術者１名・冷凍機械製造保安責任者１名・建築

物環境衛生管理技術者１名〕を適正に配置した。　異

動等においては速やかに再配置し、法令を遵守するとと

もに、有資格者と常に連携を取りながらその指示・指導

のもと、日常点検や定期点検および日々の機器の運転

操作・調整を行った。

3

　有資格者も含め、各種業務運営に必要な人員につ

いては、関係法令及び協定書等に基づいて適切に配

置されており、令和5年度においては、設備故障がある

中で、機器の運転を行い良好な状態の維持のために

努めていた。

環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、省エネルギー等具体的に提案されている（確認事項21）

・一般廃棄物のうち、貸室利用者には持ち帰りを依頼、事務所等からのごみは

分別し古紙等の徹底したリサイクルの実施。敷地内の緑化やグリーン購入による

物品調達、デマンドコントローラーによる省エネにも努めているか。

3

　利用時に生じた廃棄物は各利用者に持ち帰りを依頼

し、館内のごみ箱への投棄を控えるよう、常に案内し、

各事業所から生じる古紙などは分別しリサイクルした。ま

た、トイレットペーパーや食器用洗剤などは環境対応、

事務用品はリサイクル対応製品を購入した。

　エネルギー使用量を削減するために、デマンドコントロー

ラーを活用し適正に電気を使用した。

3

　利用時に生じた廃棄物は利用者に持ち帰りを依頼

している。また、敷地内緑化のための花壇、植栽の維

持管理、ゴミの分別回収・リサイクル対応物品の購入

など環境に配慮した取り組みが日常的に行われるな

ど、省エネルギー対策についても積極的に取り組まれて

いる。

施設内で生じた廃棄物の適切な一時保管、搬出、処理の提案がされている（確認事項20）

・地下ゴミ集積場への一時保管、一般廃棄物・産業廃棄物とも廃棄物処理法に

基づき、専門業者による処理をしているか。
3

　施設で生じた廃棄物は地下ゴミ置き場に一時保管

後、一般廃棄物・産業廃棄物に分けて搬出し、処理し

た。いずれも廃棄物処理法に基づき、専門業者により

適正に処理した。

3
　施設内で発生した廃棄物について、適切な一時保

管、搬出・専門業者による処理がなされている。
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男女雇用機会均等法に基づくセクシュアル・ハラスメント防止対策について提案されている（確認事項26）

・各構成団体においてセクシャル・ハラスメント防止に関する指針等を定め、相談

窓口を設置するなどの対策を実施。「HUG」共同事業体としても、すべての職員

同士が互いを尊重し、信頼感を持って働くことができる環境を整備しているか。

3

　各構成団体においてセクシャル・ハラスメント防止に関

する対策を講じており、相談窓口を設けた。

　また、HUG共同事業体としても、すべての職員同士が

互いを尊重し、信頼感をもって働く環境づくりに努めて

た。

3

　各構成団体においてセクシャル・ハラスメント防止に関

する指針を定め、それに基づいた対策を講じ、相談窓

口を設けている。HUG共同事業体としても、すべての

職員同士が互いを尊重し、信頼感をもって働くことがで

きる環境づくりに努めている。

業務に従事するものが、人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、人権研修について、提案されている（確認事項25）

・各構成団体に人権についての行動指針あり。「HUG」共同事業体としても従業

員に対する人権研修を実施、他機関が実施する研修への参加促進しているか。
3

　各構成団体において人権に関する行動指針があり、

正しい認識を以て業務を遂行できるように各種研修に

も積極的に参加する様に促した。　今年度は７・１２・

３月に障害者差別解消と虐待やハラスメント防止の研

修を実施した。

3

　各構成団体において人権に関する行動指針があり、

ＪＶ代表団体である社会福祉協議会が７・１２・３

月に障害者差別解消と虐待やハラスメント防止の研

修を実施したことを確認した。研修については、JV内の

他の従業員が参加できる枠を設け、月1回の5者連絡

会議で研修の案内をしている。

障害者法定雇用率が達成されている（申請段階で未達成の場合は、本施設における雇用をはじめ、雇用率が達成できるよう提案されている）（確認事項24）

・障害者雇用促進に関する関係法令等を遵守し、各構成団体にて適正に対応

しているか。
3

令和6年3月時点での障害者雇用率は以下の通り。

　【枚方市社協】雇用率達成（4.06％）

　【ＫＢＴ】　　　雇用率達成（2.55％）

　【マックスポーツ】雇用率未達成。雇用に向け各手続き

を進めるなど採用に努めており、次年度前期に職場実

習生の受け入れが決まっている。

2
　障害者法定雇用率が達成できていない構成団体が

あるが、特別支援学校の就労体験受け入れなど雇用

に繋がる機会を持ち、達成に向け取り組んでいる。

公正採用への対応として、大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱、又は大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき、「公正採用選考人権啓発推進員」を設置して

いる（確認事項23）

・「HUG」共同事業体のすべての構成団体において、「公正採用選考人権啓発

推進員」を選任し、枚方公共職業安定所に届出ているか。
3

　各構成団体において「公正採用選考人権啓発推進

員」を選任し、枚方公共職業安定所に提出済。従業

員の採用にあたっては、公正かつ適正に実施した。

3
　すべての構成団体において「公正採用選考人権啓

発推進員」を選任し、枚方公共職業安定所に提出し

ている。
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3 3
　個人情報保護に関する方針が提示され、ホームペー

ジに掲載されている。

　個人情報保護法の改正に対応した。規定及びプライ

バシーポリシーを改定した。プライバシーポリシーは会館

受付に掲示するとともに、ホームページで掲載した。

3
　個人情報の漏洩対策として、セキュリティ対策ソフトを

導入し、損害賠償が発生する場合の対策として損害

保険に加入している。

個人情報保護法及び関係法令の目的等を踏まえ、個人情報の保護に関する必要な措置について明確に示されている（確認事項28）

・個人情報保護方針の掲示、ホームページへの記載をしているか。

・個人情報の漏洩対策として、適正なセキュリティ対策を導入。漏洩時の対処とし

て、迅速な事実確認と調査等を実施し適切に対応しているか。
3

　個人情報を含む業務データは社協が所有する業務用

サーバで管理、当該サーバはセキュリティ対策としてハー

ドウェアファイアウォールを導入し、ネット経由以外の対策

としてウィルス対策ソフトを使用した。また、万が一個人

情報の漏洩が発生し、損害賠償を請求された場合の

対策として損害保険に加入した。

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】

枚方市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に示されている（確認事項27）

・社会福祉法第24条及び枚方市情報公開条例に則り、公正で透明性のある運

営 HUG共同事業体としてもすべての職員同士が互いを尊重し、信頼感を持って

働く ことができる環境を整備しているか。

3

 アンケートなど利用者から得た意見を、日々の会館運

営及び市民向けの事業の企画に反映した。その結果を

ホームページで報告する予定だったが、施設が通常通り

使用できると市民に誤解を与える恐れがあるため、上半

期は空調設備の運転制限、下半期は保全工事等によ

る施設使用制限を理由に実施結果の掲載を自粛し

た。

3

　枚方市情報公開条例及び各構成団体で定めた対

策に沿って、公正で透明性のある運営を推進されてい

る。また、アンケートなど利用者から得た意見への対応

が示されている。

　JV構成団体とデイサービスセンター職員による連絡

会議を月1回開催し、お互いの業務について確認・相

談し、各者で業務に反映させる場を設けている。日々

のコミュニケーションに加え、情報共有や、緊急時などの

助け合いなど施設内で職員同士が互いを尊重し信頼

感を持って働くことができる環境を整備している。
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構成員間（本支社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え方が明確に示され、かつ考え方に対応した分担内容となっている（確認事項31）

・緊急時に対しては、HUG共同事業体の構成団体で互いにフォローしながら適切

に対応する。市とのリスク分担は、緊急時の人的リスクはHUG共同事業体が負い

対処しきれない場合は適宜、市と相談しているか。

4

　緊急時に対しては、HUG共同事業体協定書細則に

則り、構成団体がお互いにフォローし合って対応した。ま

た、緊急連絡網、迅速な連絡体制を可能にする体制を

敷いた。　市との分担については、指定管理者で対処し

きれない重大な問題が発生した場合は市と相談・協議

し、適宜対応した。　特に今年度は、指定管理者として

対処しきれない事案として、修繕費や光熱費に代表さ

れる物価高騰による経費増大の他、高度処理水供給

停止に伴う運営制限に伴う損失等が発生しＪＶで協

議し、市と相談後、対応にあたった。

4

　緊急対応では構成団体で相互フォローし、緊急連

絡網、迅速な連絡体制を整備している。

　緊急性の高い問題については、市と情報共有を図

り、迅速な対応に努めている。令和５年度も、昨年度

に引き続き光熱費の高騰による経費増大や高度処理

水供給停止に伴う運営制限といった指定管理者では

対処しきれない事案が発生したが、随時市と協議を行

い、適切に対応してきたことを評価する。

緊急事態発生時又は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・方策が提案されている（確認事項30）

・緊急時の連絡網整備や役割分担、バックアップ体制等を明確にし、迅速で正確

な対応を実施しているか。
3

　緊急時に際しては、緊急連絡網を整備し迅速に対応

した。構成団体間で役割分担し、基本的な対応をし

た。　また、火災等の緊急時に備え、館内の利用状況

を毎日共有し、安全確保に努めた。

3

　緊急時に迅速で正確な対応が取れるよう、緊急連

絡網を整備し、構成団体間で役割分担をされている。

火災等の緊急時に備え、館内の利用状況を共有し、

安全確保に努めている。

【緊急時における対策に関する事項】

緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている（確認事項29）

・必要に応じて緊急時等・防犯・防災対策・危機管理のマニュアルの更新、マニュ

アルに基づき、利用者や職員の安全の確保、緊急時の適切な対応に努めている

か。

3

　非常事態が発生した場合、従業員が「消防計画」

「枚方市立総合福祉会館危機管理対応マニュアル」

「枚方市立総合福祉会館災害対策マニュアル」「枚方

市立総合福祉会館武力攻撃事態等対策マニュアル」

に基づいた行動をとれるよう、日頃から周知徹底と適切

な対応に努めた。　今年度は10月に市総合防災訓練

(ひこ防’Z)で会場を提供し、大規模災害時に開設され

る福祉避難所と、社協へ開設が要請される災害ボラン

ティアセンターの開設・設置訓練に協力した。

3

　非常時に適切な行動をとれるよう、防犯・防災対

策・危機管理マニュアルの周知徹底に努めるとともに、

令和5年度は10月に市総合防災訓練(ひこ防’Z)で

会場を提供し、大規模災害時に開設される福祉避難

所と、社協へ開設が要請される災害ボランティアセン

ターの開設・設置訓練に協力した。
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4 3

　設備故障に伴う空調・プールの停止に係る対応にお

いては、市と密に連携を取りながら調査・資料作成・関

係機関への連絡調整などを行い、業務用冷風機（気

化式冷風機）のリースや総合文化芸術センターからの

熱源バックアップによる一部機能の維持を図った。また、

安全面を確保しながらも、利用する市民のため早期復

旧に向け迅速な対応ができたことも併せて評価する。

　感染症対策については、福祉施設であることを踏ま

え、一定の配慮を行った上で継続しており、設備面の

改修等も含め、安全安心な施設運営ができている。

　市担当課とは連絡を密にして連携、課題の解決を

図った。特に高度下水処理水停止に伴う対応は、市の

方針に則り、施設の使用制限・使用中止といった措置

を講じた。空調(冷房)に関しては、市で業務用冷風機

が用意され、文化芸術センターから熱源のバックアップを

受け、デイサービスなど市民サービスを提供する事業所

が業務継続できるよう、会館運営に努めた。

　また、処理水供給再開後は、早期再開を目指して安

全第一で準備し、市の協力を得て最短期間で設備を

整備・運転し、各施設の使用を再開した。

　新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後は、利

用者に高齢や障害、疾病を持つ人などが多く含まれて

いること、デイサービスなどを併設する福祉施設であること

を踏まえ、大半の利用者・各事業所から基本的な感染

症対策にご協力頂いた。　安全安心な利用環境を整え

るために必要な施設全体の老朽化対策は、対象となる

案件を市へ報告し、意見を交換しながら保全工事及び

更新・改修工事の要望に向けて取り組んだ。

【その他】

利用者サービスを維持・向上させる具体的な取組みについて提案されている（確認事項32）

・定期的なHUG共同事業体運営会議、枚方市総合文化芸術センターとの連絡

会議の開催をしているか。

・市担当課との連絡調整と意見交換しているか。

4

　HUG共同事業体の運営会議は年2回開催予定だっ

たが、諸事情により全員参加の開催は見送った。

　総合文化芸術センターとは随時連絡、必要事項を協

議した。特に高度処理水送水停止に伴う対応に関して

は、両者の市担当課と連絡を密にして連携、課題の解

決を図った。

　また、11月に開催している「ひらかた社協フェスティバ

ル」で、両者の施設前広場を一体的に活用することを通

じで、連絡会議の場を設けた。

3

　ＨＵＧ共同事業体の定期的な運営会議開催のほ

か、総合文化芸術センターと日常的に情報交換をして

おり、11月に開催した「ひらかた社協フェスティバル」につ

いて、両施設前広場を一体的に活用することから、連

絡会議を実施した。
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指定管理者による一次評価　平均点 3.6 3.1

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

⑵　施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）

○

△

×

適正（適切）である

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である

不適正（不適切）である

事業計画の履行において一部努力が必要だが、概ね適切な管理運営を行っている 二次評価の平均点が２点以上３点未満

事業計画の履行において、抜本的な管理運営の改善が必要 二次評価の平均点が２点未満

評価項目１　業務の履行状況　⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）

に関する事項の評価（所管部署）

評価ポイントごとの評価基準

所管部署による二次評価　平均点

評価項目１⑴の評価基準

事業計画における提案以上に、良好な管理運営を行っている 二次評価の平均点が４点以上

事業計画に則した適切な管理運営を行っている 二次評価の平均点が３点以上４点未満
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評価 評価 評価理由

○ ○

３月に設備故障で高度下水処理水の供給が停止

し、温水プールの臨時休業・貸室利用に制限が生じ、

水泳教室はほぼ開催できず、講座は申込者数が大幅

減となった。これにより収入が大幅に減じたが、不可抗

力によるものと判断する。

９月には修理が完了し、空調の稼働が再開してお

り、10月には温水プールが再開しているため、今後は

従来どおりの安定した収入を見込んでいる。

○ ○

概ね予算通りに執行しているが、光熱水費等の高騰

により当初予定より単価が上昇している。設備故障に

よる使用量減少により、現状は予算内で抑えられてい

るが、プールの臨時休業に伴う水泳教室の収入も減

少しているほか、設備故障に係る調査や緊急対応経

費が発生している。

○ ○ 運用資金の借り入れなし。

○ ○
ＪＶの口座は社協が管理し、つり銭等は自動券売機

及び金庫に保管し、日計・月計累計で定期的に確認

をしている。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

A評価項目1　業務の履行状況　⑵　施設の管理運営に関する経費の収支状況の評価（所管部署）

全ての項目が適正（適切）である 全ての項目が○

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である △が1個以上

不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

・口座管理、つり銭等の現金管理は適正に行われているか。
　JＶ口座は社協が管理し、つり銭等は自動券売機及

び金庫に保管し、日計・月計累計で定期的に確認し

た。

評価項目１⑵の評価基準

全ての項目が適正（適切）であり、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

・収支予算書と比較して収入額が大幅に乖離している場合、その理由は何か、ま

た、今後安定した収入を得られる見込みがあるか。

３月から市設備の故障で高度下水処理水の供給が停

止し、温水プールの臨時休業・貸室利用に制限が生

じ、9月までは水泳教室を中止、講座は申込者数が大

幅減となり収入が大幅に減じた。10月以降は、12～1

月の保全工事に伴い水泳教室は2期分(1期分を減じ

て)開催、講座は一部を除き予定通り開催し参加費収

入を得た。

・収支予算書と比較して、想定外に多く支出している費目がある場合、その理由は

何か、また、今後、予定外の支出が発生するおそれはないか。

　概ね予算通りに執行したが、全体的に物価高騰に伴

う支払額が増加した。光熱水費は機器の適切な運転と

調整と、高度処理水の停止で施設稼働が減ったことで

使用量は抑えられたが、処理水供給再開に伴い年間

計画外の点検経費などが発生した。

　また、市の保全・更新工事を検討・予定の消防設備・

トイレなどで、今年度も緊急修繕が続き、他所と優先順

位を入れ替えて順次対応した。

　全体的に指定管理の契約時と状況が激変したことを

踏まえ、市に補填等対応について相談した。

・運用資金の借り入れを行っている場合、その理由は適当か。 運用資金の借り入れはない。

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由
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⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

○

△

×

評価 評価 評価理由

○ ○ 要項を順守し、承認手続きも適切である。

○ ○
ＪＶ名義の口座を開設し、社会福祉協議会が管理

をしている。他の事業等とは別に管理している。

○ ○

関係法令や協定書の取り決めを遵守し、パソコンなど

業務端末は必要な措置を講じて管理している。受付

など個人情報を取り扱う業務は、特定の従業員が従

事。

○ ○
公正採用選考人権啓発推進員を配置し従業員を採

用、就業規則を定めるなど、関係法令を遵守してい

る。

○ ○
職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する

条例に基づき、意見・要望の聴取や記録など対応する

とともに、市と協議しながら適正な運営にあたっている。

○ ○ 管理規定等を定め、文書等を管理・保管している。

○ ○
施設利用時に生じたごみは持ち帰り、館内の各事業

所へは分別回収と、環境・リサイクル対応製品の購

入・使用をお願いしている。

○ ○
施設賠償保険に加入し、指定管理事業の遂行によっ

て生じた対人・対物事故による損害への補償に備えて

いる。

・指定管理者が業務に伴って作成し、又は受領した文書等に関し、文書管理に関

する規定等を定め、適正に管理・保存しているか。
管理規定等を定め、文書等を管理・保管した。

・募集要項10ページに記載している「環境への配慮」が適切に行われているか。

施設利用時に生じたごみは持ち帰り、館内の各

事業所へは分別回収と、環境・リサイクル対応製

品の購入・使用をお願いした。また、デマンドコント

ローラーを活用し電気使用量を削減に努めた。

・適切な保険に加入しているか。

施設賠償保険に加入し、指定管理事業の遂行

によって生じた対人・対物事故による損害への補

償に備えた。

・個人情報保護法等の関係法令に基づき個人情報保護に関し必要な措置を講

じているか。

関係法令や協定書の取り決めを遵守し、パソコン

など業務端末は必要な措置を講じて管理した。

受付など個人情報を取り扱う業務は、特定の従

業員が従事した。

・労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか。

公正採用選考人権啓発推進員を配置し従業

員を採用、就業規則を定めるなど、関係法令を

遵守した。

・職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例に基づき記録等の対

応を行っているか。

意見等記録条例に基づき、意見・要望の聴取や

記録など対応するとともに、市と協議しながら適正

な運営にあたった。

所管部署による二次評価
評価理由

・募集要項2ページに記載している再委託禁止に関する事項を順守し、市の承認

手続きが適切に行われているか。
要項を遵守し、運営した。

・指定管理業務に伴い発生する経費及び収入を、指定管理者が他の事業等で利

用する口座とは別の口座で管理しているか。

ＪＶ名義の口座を開設し、代表団体の社協が

管理をした。

評価ポイントごとの評価基準

適正（適切）に実施している。

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）に実施している。

実施していない、又は不適切な点がある

評価ポイント
指定管理者による一次評価
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○ ○
指定管理者名と設置者としての市の連絡先を館内に

掲示し、施設使用料等は各受付・自動券売機で表

示している。

○ ○
会館運営上の正当な理由なく、障害を理由とした不

当な差別的取り扱いを禁じ、意思表明があった場合に

合理的配慮を行っている。

○ ○
事業報告書・月次報告書等が遅滞なく提出され、業

務の実施状況も適切に報告されている。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

⑷　改善指示等への対応状況

障害者雇用促進に関する、障害者法定雇用率が達成

できていない構成団体がある。（マックスポーツ）

令和　　年　　月

令和5年10月

ハローワークに相談するなど雇用に向けた各手続きを行ってい

る。なお、特別支援学校に直接働きかけ、次年度に職場実

習生の受け入れを調整中である。

令和5年度中に雇用することができなかったが、今後、受け

入れ予定であることを聞き取った。

令和　　年　　月

不適切な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

評価項目1　業務の履行状況　⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項の評価（所管部署）

指示を行った時期 内　容
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

対応状況 評価内容

評価項目１⑶の評価基準

全ての項目が適切に実施されており、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

全ての項目が適切に実施されている 全ての項目が○

一部改善が必要であるが、概ね適切に実施されている △が1個以上

・指定管理者名と設置者としての市の連絡先を施設内に表示するとともに、利用料

金表等に明記しているか。

各表示は館内に掲示し、施設使用料等は各受

付・自動券売機で表示した。

・募集要項11ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みが行われて

いるか。

会館運営上の正当な理由なく、障害を理由に不

当な差別的取り扱いを禁じ、意思表明があった

場合に合理的配慮をした。

・事業報告書、日報・月報等を遅滞なく市に提出するとともに、業務の実施状況が

適切に報告されているか。

事業報告書・月次報告書等を遅滞なく市に提出

した。
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Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

B

▍２　業務の継続性・安定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

△

×

評価 評価 評価理由

○ ○
各法令を遵守し対応しており、応募資格に抵触

する事項はない。

○ ○

施設の収支は高度処理水の設備故障等による

自主事業の中止によりマイナスとなっているが、社

会福祉協議会の財務状況等により・継続的・

安定的に事業実施が可能。

○ ○

令和２年以降、新型コロナウイルスのまん延によ

り社会活動の停滞はあるが、状況に合わせた対

応で財務基盤の安定に努めている。また、令和

5年度においては高度処理水送水停止による補

填を市で行った。

・施設の収支状況（自主事業の収支を含む）が安定しているか。（赤字の場合

は、その赤字分を継続的・安定的にカバーできる財務状況となっているか。）・

新型コロナウイルス感染症の影響や、高度処理

水の設備故障等による自主事業の中止により、

収支がマイナスとなっているが、代表法人である社

会福祉協議会がカバーできる体制をとっている。

・その他、団体の経営に影響する要素はないか。

令和２年以降、新型コロナウイルスのまん延によ

り社会活動の停滞はあるが、状況に合わせた対

応で財務基盤の安定に努めている。

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・応募の資格に抵触する事項はないか。 各法令を遵守し対応した。

一部対応が不十分な点又は改善を要する点が見られるが、概ね適切に対応されている

不適切な点があり、直ちに対応又は改善を求める

評価項目1　業務の履行状況　⑷　改善指示等への対応状況の評価（所管部署）

評価ポイントごとの評価基準

適正（適切）である

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である

評価項目１⑷の評価基準

全ての内容について適切に対応されており、かつ、特に優れた対応が見られる

全ての内容について適切に対応されている
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Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

▍３　指定管理者による一次評価（総括）　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一次評価コメント

評価項目２　業務の継続性・安定性の評価（所管部署）

　令和3年4月より、ＨＵＧ共同事業体は3団体（枚方市社会福祉協議会・京阪ビルテクノサービス・マックスポーツ）がそれぞれの強みを生かして管理運営事業にあたっています。選定時の基準や事業計画の内容に沿っ

て適正に運営しております。　会館開設26年目に入り、建物・各設備の老朽化による不具合・故障等の増加には日々の補修・修繕で利用者が安全安心に利用していただける環境整備に努め、指定管理者で対応が困

難な施設の更新・改修工事は市担当課に相談・協議、対応をしています。令和５年１月・３月に市設備故障で高度下水処理水が2回停止、冷暖房・送風、温水の昇温運転も長期停止し運営に大きな支障が出たた

め、市担当課と連携しながら対策を講じ対応しました。　新型コロナウイルス感染症に関しては、５月より５類感染症に移行したあと、施設利用時の遵守事項は無くなりましたが、多数の人が触れやすい場所や器具等の消

毒徹底など日常的な感染予防対策をとりながら運営しました。　また、空調運転の制限で館内が高温となり健康上危険な状態になった際には、市へ報告し令和5年7月18日より一部を除く施設使用の中止を決断してい

ただきました。　各施設の使用予定者には誠意をもって説明しご理解いただくと共に、総合文化芸術センターなど他施設利用を依頼し、温水プールや福祉図書コーナーといった個人利用が多い施設に関する問い合わせに

は、市工事・再開の見通しなど判明している状況の丁寧な説明で、ご理解いただくよう対応いたしました。　令和5年10月以降は通常通りの施設利用を再開しましたが、12月以降は施設保全など市工事が施工され、温

水プールの休業などに関すること、運営上の課題などについて市と相談・協議しながら運営をいたしました。

継続的・安定的にサービスを提供できる状態である 全ての項目が○

一部改善が必要であるが、概ね継続的・安定的にサービスを提供できる状態である △が1個以上

不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

評価項目２の評価基準

継続的・安定的にサービスを提供できる状態であり、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる
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▍４　所管部署による二次評価（総括）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑴　評価項目ごとの評価結果（再掲）

評価結果

⑴ A

⑵ A

⑶ A

⑷ B

A

　⑵　二次評価コメント

▍５　添付資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆利用者アンケート結果　（利用者アンケートの結果を添付してください）

◆利用状況・収支状況　（利用状況・収支状況を添付してください）

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

改善指示等への対応状況

２　業務の継続性・安定性

「障害者、高齢者等に対する福祉サービスの充実を図るとともに、市民の福祉活動を促進する」という会館設置の目的に沿って、3団体それぞれの強みを生かしながら、適切な施設

運営をしていただきました。障害者法定雇用率の一部未達成については特別支援学校の就労体験受け入れなど雇用に向けての取り組みを引き続き依頼します。

　開設から25年以上が経過しており、施設設備の様々な部分で劣化・故障が発生する中で保守点検及び修繕を適切に実施されています。引き続き、適切な施設管理を行ってい

ただくとともに、改修工事等の円滑な実施に向けて市と事前協議し各種調整をお願いします。

　令和５年度においては高度処理水停止による冷暖房や温水の昇温運転が長期停止し、施設運営に大きな支障が出る中でも臨機応変に対応をいただきました。また、新型コロナ

ウイルス感染症対策においては、利用者の安全・安心を第一とし、日常的に対策を講じて運営されています。総合文化芸術センターをはじめ近隣施設との連携を図りながら、今後も

施設設備の適切な維持管理、地域福祉活動の拠点としての施設運営、利用者ニーズに合致した事業の展開など、事業計画に則した管理運営をお願いします。

評価項目

１　業務の履行状況

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）
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１．利用状況

項目

開館日 348 日 347 日 347 日 347 日 348 日

集会室 454 件 173 件 378 件 484 件 238 件

研修室１ 432 件 304 件 493 件 613 件 332 件

研修室２ 580 件 290 件 474 件 642 件 364 件

研修室３ 561 件 269 件 427 件 514 件 313 件

研修室４ 490 件 202 件 529 件 679 件 225 件

大研修室 549 件 268 件 396 件 608 件 446 件

和室 257 件 94 件 165 件 251 件 140 件

保育室 194 件 26 件 82 件 96 件 65 件

作業室 229 件 136 件 361 件 196 件 80 件

日常生活訓練室 205 件 59 件 118 件 164 件 78 件

貸室合計利用件数 3,951 件 1,821 件 3,423 件 4,247 件 2,281 件

施設稼働・利用率 37.8 ％ 17.5 ％ 32.9 ％ 40.8 ％ 21.8 ％

温水プール(専用使用) 254 件 0 件 137 件 219 件 147 件

温水プール(個人使用) 41,315 人 13,940 人 25,393 人 33,726 人 11,229 人

事業開催回数
(講座・講習会、プール教室含む)

243 回 22 回 131 回 242 回 186 回

事業参加者数
(講座・講習会、プール教室含む)

4,502 人 218 人 1,892 人 3,295 人 2,711 人

事業開催回数
(水泳教室、プール教室除く)

30 回 22 回 24 回 31 回 49 回

事業参加者数(実数)
(水泳教室、プール教室除く)

850 人 218 人 335 人 406 人 911 人

※現指定管理者による管理は令和３年度から

利用状況・収支状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度



２．収支状況

歳入

項目

指定管理料

利用収入（事業収入）

　参加費収入

　その他利用収入
　（印刷機・用紙等）

その他
(公共料金負担金収入)

事業区分間繰入金収入

小計　a

別掲として市への収入として

使用料

内訳　貸室利用料

プール利用料

歳出

項目

人件費

委託費

光熱水費

　内訳　　電気

ガス

水道

下水道

修繕費

その他

　内訳　　職員被服費

  　消耗器具備品費

印刷製本費

使用料及び賃借料

保険料

通信運搬費

諸謝金

研修費等

手数料等

租税公課

社会福祉事業繰入金支出

小計  b

合計  a-b

単位：円

0 0 242,553 0 4,812,666

9,625,412 9,225,535 7,000,000 2,706,152 8,000,000

182,401,890 173,030,914 172,788,328 177,494,997 172,457,490

214,760 199,894 31,808 69,230 11,198

3,819,400 3,903,400 3,395,900 2,754,300 3,777,100

372,500 319,000 137,000 173,000 184,500

4,000 0 0 0 1,820

498,450 303,160 227,910 251,380 269,570

367,436 411,568 360,296 372,812 388,871

44,064 21,780 27,291 38,610 49,720

486,485 472,693 484,830 734,030 737,975

9,622 19,734 42,537 93,139 0

3,004,130 3,422,139 2,847,906 2,747,790 3,013,500

3,562,803 6,936,787 4,065,589 3,889,968 4,305,224

8,820,847 9,073,368 7,555,478 7,234,291 8,434,254

8,711,619 5,029,704 5,193,416 4,838,653 4,331,141

9,968,457 5,752,714 5,994,698 5,905,731 5,057,346

27,815,209 23,511,146 27,574,610 37,298,028 26,466,862

5,180,814 3,852,542 4,181,081 5,295,164 4,232,382

69,386,444 68,601,424 84,709,432 85,692,100 86,523,540

51,676,099 38,146,106 42,943,805 53,337,576 40,087,731

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

39,330,285 41,047,694 26,514,024 24,634,910 25,106,741

8,908,860 3,151,370 5,508,120 13,338,570 2,581,910

単位：円

14,362,710 6,330,370 10,375,620 18,661,570 5,326,910

5,453,850 3,179,000 4,867,500 5,323,000 2,745,000

182,401,890 173,030,914 173,030,881 177,494,997 177,270,156

単位：円

4,899,420 3,709,910 4,164,330 5,184,860 3,733,936

2,670,400 89,500 1,541,000 2,520,800 1,929,250

495,070 175,810 206,130 259,220 233,200

174,337,000 169,055,694 167,119,421 169,530,117 171,373,770

3,165,470 265,310 1,747,130 2,780,020 2,162,450

単位：円

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


